
保育料算定のための書類（ア～イ）※該当者のみ 
 
ア 平成 30年 1月 1日、平成31年1月 1日現在、斜里町以外の市町村に住民登録を

していた方 ※父母の分が必要です。 

 

対象者 提出書類 発行依頼先 

平成 30年 1月 1日現在、

斜里町以外の市町村に住民登

録をしていた方で、利用開始

希望月が平成31年 4月～平

成31年8月の方。 

□ 平成 30 年度住民税課税証明

書または非課税証明書（市町村

民税額のわかるもの） 

平成 30年 1月 1

日現在住民登録の

あった自治体 

平成31 年１月1日現在、斜里

町以外の市町村に住民登録を

していた方で、利用開始希望

月が平成31年９月～平成31

年３月の方。 

□ 平成 31 年度住民税課税証明

書または非課税証明書（市町村

民税額のわかるもの） 

平成 30年 1月 1

日現在住民登録の

あった自治体 

 

※上記以外の方については、税情報の提供について同意をいただくことで添付書類は不要

となります。 

 

 

イ 保育園を利用しようとする児童の世帯に障がいのある方（児童本人を含む・施設入所者

は除く）又は障害基礎年金を受給している方がいる場合 

 

提出書類 

□ 該当される方の障害者手帳、療育手帳等のコピー（氏名と障がいの程度がわかるもの） 

又は年金額の改定通知書等の受給が確認できる書類のコピー 

 


